
株式会社日本教育クリエイト 派遣事業状況 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 23 条第 5 項の規定に基づき、 

下記事業所における労働者派遣事業の状況を公開いたします。 

記 

事業所  株式会社日本教育クリエイト船橋支社 千葉県船橋市本町 7-11-5 KDX船橋ビル 6F 

対象期間 202５年 4月 1日～202６年 3月 31日 

１ 派遣労働者数 

２０２６年 6月１日時点の労働者派遣された派遣労働者数  ２１９人 

２ 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 

２０２５年度 派遣先事業所数  ８９件 

３ 派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項 

２０２５年度 日雇派遣以外_労働者派遣の料金額の平均 ※１  17,102 円／1 日 8 時間あたり 

２０２５年度 日雇派遣以外_労働者派遣の賃金額の平均 ※２  11,555 円／1 日 8 時間あたり 

２０２５年度 マージン率 （※１ｰ※２）／※１  32.4％ 

２０２５年度 日雇派遣_労働者派遣の料金額の平均 ※３  17,367 円／1 日 8 時間あたり 

２０２５年度 日雇派遣_労働者派遣の賃金額の平均 ※４  11,779 円／1 日 8 時間あたり 

２０２５年度 マージン率 （※３ｰ※４）／※３  32.2％ 

   ※マージン率は小数点第 2位以下を四捨五入にて算出 

４ キャリア・コンサルティング相談窓口 

   以下の通り、キャリア・コンサルティング相談窓口を設置しております。（予約制） 

相談窓口 営業担当者 予約連絡先   047-460-6950 

５ キャリアアップに資する教育訓練の計画内容 

種別 対象 方法 実施主体 費用負担 賃金 

入職時 入職者 OFF-JT又は計画的なOJT 派遣元･先 無償 有給 

職能別 1年目 OFF-JT又は計画的なOJT 派遣元･先 無償 有給 

職能別 2年目 OFF-JT（eラーニング） 派遣元 無償 有給 

職能別 3年目 OFF-JT（eラーニング） 派遣元 無償 有給 

   ※受講時期が近づきましたら対象者の方に受講案内をお送りいたします。 

   ※入職時研修は過去の経験等に応じて省略することがあります。 

   ※1回の教育訓練実施時間は 8時間を基準とし、所定労働時間によって変動します。 

   ※その他、事業所ごとに個別の研修を実施しています。 例）分野別研修、レセプトチェック研修、接遇マナー研修 

６ 雇用安定措置を講じた人数   ２９名 

７ 派遣労働者の待遇決定方式 

待遇決定方式 労使協定方式 

協定対象派遣労働者の範囲 全ての派遣労働者 

労使協定の有効期間 2026年 4月 1日～2027年 3月 31日 

 


